
 

令和５年度湯河原町公営企業の資金不足比率について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、

令和５年度決算に基づく公営企業の資金不足比率を別紙のとおり報告する。 
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別紙 

 

令和５年度湯河原町公営企業の資金不足比率 

 

（単位 ％） 

公営企業に係る特別会計の名称 本 町 の 比 率 経 営 健 全 化 基 準 

水 道 事 業 会 計 
－ 

（94.2） 

20.0 温 泉 事 業 会 計 
－ 

（115.1） 

下 水 道 事 業 会 計 
－ 

（70.9） 

備考 

 １ 資金不足比率が算定されない場合は「－」 

 ２ （ ）内は資金剰余の比率 
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【参考資料】 

 

湯河原町公営企業の資金不足比率対前年度比較 

 

公 営 企 業 に 係 る 

特 別 会 計 の 名 称 

令和５年度 

(A) 

令和４年度 

(B) 

増 減 

(A)-(B) 

水 道 事 業 会 計 
－ 

 （94.2％） 

－ 

（104.2％） 

－ 

（△10.0） 

温 泉 事 業 会 計 
－ 

（115.1％） 

－ 

（110.3％） 

－ 

（4.8） 

下 水 道 事 業 会 計 
－ 

（70.9％） 

－ 

（65.0％） 

－ 

（5.9） 

備考 

 １ 資金不足比率が算定されない場合は「－」 

 ２ （ ）内は資金剰余の比率 

 






